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株式会社 Aile 居宅介護支援契約重要事項説明書 

 

１ 担当する介護支援専門員 中尾照美 

   連絡先   ０７９－６６９－１８３８ 

 

２ 事業所の概要 

事  業  所  名 えいる居宅介護支援センター 

所    在    地 兵庫県養父市大屋町筏 300 番地 

開 設 年 月 日 令和７年４月１日 

指 定 事 業 所 番 号 2874800796 

連    絡    先 

 

緊 急 時 の 連 絡 先 

TEL   ０７９－６６９－１８３８ 

FAX   ０７９－６６９－１８３８ 

携帯電話 ０９０－ 

管 理 者 の 役 職 名 

管 理 者 の 連 絡 先 

管理者の兼務業務  

えいる居宅介護支援センター 

TEL ０７９－６６９－１８３８ 

主任介護支援専門員 

営 業 日 月曜日～金曜日 

（祝日営業 8/14～16 と 12/29～1/3 は休業） 

営 業 時 間 ８：３０～１７：１５ 

サービス提供実施地域 養父市・朝来市 

※上記以外でもご希望の方はご相談ください。 

 

３ 事業者の概要 

名称・法人種別 株式会社 Aile 

所  在  地 兵庫県養父市大屋町筏 300 番地 

代 表 者 名 代表取締役 中尾照美 

電 話 番 号 ０７９－６６９－１８３８ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０７９－６６９－１８３８ 

設 立 年 月 日 令和７年４月１日 

 

４ 当事業所の従業員 

職  種 職 務 内 容 勤務形態 人員数 

管理者 ・業務の管理と指揮命令 常 勤 １人 

主任介護支援専門員 

介護支援専門員 

（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ） 

・居宅サービス計画の作成、変更 

・市町村の受託による要介護認定調査 

常 勤 １人 

 

事務職員 ・運営全般に係る庶務 常勤兼務 １人 

 

５ 事業の目的・運営方針 

事業の目的 利用者に対し可能な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立し

た日常生活を営むために必要な居宅サービスが適切に利用できるよう、居

宅サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに当該計画に基づいて適

切な居宅サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調

整その他の便宜を提供する。 

運営方針 ①  利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう、適切

なサービスを総合的かつ効率的に提供する。 

②  利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスを公平かつ中
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立的に実施する。 

③ 地域福祉向上のため、市町村、介護支援センター、他の居宅サービス事

業者、保健・医療・福祉機関と密接に連携する。 

 

 

６ 提供する居宅介護支援サービスの内容 

   利用者に提供するサービス内容は次のとおりです。 

内  容 提  供  方  法 保険適用 

居宅サービス

計画の作成 

１ 利用者の自宅を訪問し、利用者やご家族に面接して情報

を収集し、解決すべき問題を把握します。 

２ 利用者による主体的な参加やサービスの選択に役立てる

ため、自宅周辺地域における居宅サービス事業者が実施し

ている複数のサービスを紹介し内容、利用料等の情報を適

正に利用者やご家族に提供します。 

※当事業所のケアプランの訪問介護通所介護・地域密着型通

所介護・福祉用具の利用状況は別紙の通りです。 

３ 介護サービス計画は、利用者の生活を総合的かつ効果的

に支援するために重要な計画であり、利用者が地域の中で

尊厳ある自立した生活を続けるための利用者本人の計画で

あることを踏まえ、わかりやすく記載していきます。 

４ 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サー

ビスを提供する上での留意点などを盛り込んだ居宅サービ

ス計画の原案を作成します。 

５ 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等に

ついて、選定理由を説明していきます。また、保険給付の

対象となるサービスとならないサービス（自己負担）を区

分して、それぞれ種類、内容、利用料等を利用者やご家族

に説明し、意見を伺います。 

６ 居宅サービス計画の原案は利用者ご家族と協議した上

で、必要があれば変更を行い、利用者から文書による同意

を得ます。 

７ 居宅サービス計画を作成したときは、利用者に交付しま

す。 

※利用料金の詳細は、重要事項説明書 別紙Ⅰのとおりです。 

○ 

 

居宅サービス

事業者等との

連絡調整・便

宜の提供 

１ 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供される

よう居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。 

 ※災害・感染症対策として、サービス担当者会議等、必要

とあれば ICT 等の活用をしていきます。 

２ 利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望した場合

には、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援を行いま

す。 

○ 

相談・説明  介護保険や介護に関することは、幅広くご相談に応じます。 ○ 

医 療 と の 連

携・主治医へ

の連絡 

 居宅サービス計画の作成時（又は変更時）やサービスの利

用時に必要な場合は、利用者の同意を得た上で、関連する医

療機関や利用者の主治医と連携を図ります。 

※利用者が病院等に入院する必要が生じた場合は、担当の介

護支援専門員の氏名及び連絡先を病院等に伝えていただきま

すように、連携にご協力ください。 

 

○ 
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居宅サービス

計画の変更・

取り消し 

１ 利用者が居宅サービスの変更を希望した場合又 は事業

者が居宅サービスの変更が必要と判断した場合には、利用

者の意見を尊重して、合意の上、居宅サービスの変更を行

います。 

２ 利用者の希望により居宅サービス計画の作成を取り消

し、又は中断する場合もあります。 

○ 

要介護認定等

にかかる申請

の援助 

１ 利用者の意思を踏まえ、要介護認定等の申請に必要な協

力を行います。 

２ 利用者の要介護認定有効期間満了の３０日前には、要介

護認定の更新申請に必要な協力を行います。 

○ 

サービス提供

記録の交付・

保存・閲覧 

１ 一定期間ごとに居宅サービス計画の内容に沿ってサービ

ス提供の状況、目標達成の状況等に関する「介護サービス

共通記録書」等の書面を作成して、利用者に説明のうえ交

付します。 

２ 利用者に対する「介護サービス共通記録書」等を整備し、

サービス完結の日から５年間保存します。 

３ 利用者は、「介護サービス共通記録書」等の実施記録を閲

覧し、複写物の交付を受けることができます。 

４ 利用者は、契約終了の際には事業者に請求して直近に居

宅サービス計画及びその実施状況に関する書面の交付を受

けることができます。 

○ 

サービス実施

状況の把握 

 少なくとも２ヶ月に１回、利用者宅を訪問し、かつ２ヶ月

に１回、居宅サービス計画の実施状況の把握の結果を記録し

ます。 

○ 

介護支援専門

員の変更 

 介護支援専門員の変更を希望する場合は、当事業所までご

連絡下さい。 
○ 

訪問回数の目

安 

 介護支援専門員が、利用者の居宅を訪問し状況の把握等を行います。（少

なくとも２ヶ月に１回） 

サービス担当者会議等において関係者の合意を得ていること、利用者の

状態が安定していること、利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通が

できること、テレビ電話装置等では収集できない情報については他のサー

ビス事業者との連携により収集すること、少なくとも２ヶ月に１回は利用

者の居宅を訪問することといった要件を満たしていれば、利用者の同意を

得た上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリング

を可能とする。 

７ サービス利用料及び利用者負担 

（料 金） 

１ 要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担

はありません。 

２ ただし、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなる場合があり

ます。その場合は、1 ヶ月につき法令に定められた金額（１０割負担）をいた

だきます。その場合は、当事業所が発行するサービス提供証明書をもって、

市町村の窓口に提出いただきますと、全額払戻を受けることができます。 

（その他の費用） 

内  容 金  額 説     明 支払方法 

交通費（実費） 実費相当分 

通常の事業実施地域以外の地

域に訪問出張する場合は、通常

地域を超えた地点から訪問出張

先との間の交通費として10㎞未

 

 利用のあっ

た月ごとに集

計し、翌月１０
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満 100 円 10 ㎞以上 300 円いた

だきます。 

日までに請求

させていただ

きます。 

 

お支払い方法

については、別

途連絡させて

いただきます。 

本契約の解約料 無料 
 契約の解除にかかる費用は無

料です。 

居宅サービス計

画作成の取り消

し料 

無料 

 居宅サービス計画作成の取り

消しにかかる費用は無料です。 

申請代行料 無料 
 要介護認定の申請代行にかか

る費用については無料です。 

サービス提供実

施記録コピー等

代金 

コピー料金 

 サービス提供の実施記録を利

用者に交付する場合にコピー料

金等の負担が 1枚につき 10円必

要となります。 

 

８ 要介護認定前の居宅サービス計画の作成 

 要介護認定までに、利用者が居宅サービスの提供を希望する場合には、この

契約の締結の日から要介護認定申請時までに居宅サービス計画を作成し、利用

者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。要介護認定後に

は、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。この際に利

用者から解約の申し入れがあった場合には、この契約は終了し、解約料はいた

だきません。 

 

９ 契約の終了と自動更新 

 契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日でいったん終了

することとなります。ただし、有効期間の満了７日以内前までに、利用者から

契約を終了する申し出がない場合には、契約は自動的に更新されます。 

 

１０ 契約期間途中での解約の場合 

 この契約は、契約期間中であっても、利用者の方から解約を希望する７日以 

内前までにお申し出いただければ解約することができます。この場合、解約料

のお支払いは必要ありません。 

 

１１ 秘密の保持 

 当事業所は、利用者にサービスを提供する上で知り得た情報は、契約期間中

はもとより、契約終了後においても決して第三者に漏らすことはありません。 

 また、利用者やご家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、管理

者が責任持って管理を行い、処分の際にも漏洩の防止に努めます。 

 ただし、当事業所がサービスを提供する際に利用者はご家族に関して、知り

得た情報については、サービス担当者会議等でサービスの利用調整を行う際に

必要となります。この際には、利用者の同意を得た上で個人情報を使用します。 

 なお、同意いただいた場合には、別紙の「個人情報使用同意書」に記名捺印

をいただくことになります。 
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 サービスの提供中に容態の変化があった場合は、事前の打合せにより、主治

医、救急隊、親族等への連絡をいたします。 

 

主治医 

主治医氏名 
 

 

連 絡 先 
 

 

ご家族 

氏   名 
 

 

連 絡 先 
 

 

 

１３ ハラスメント防止に向けた指針 

事業者は、現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が

築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要か

つ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

一 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

二 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為 

三 意に沿わない性的な言動、好意的態度の要求など、性的ないやがらせ行為 

上記は当該法人職員、ご利用者及びその家族などが対象となります。 

ハラスメントと判断された場合には行為者に対して、関係機関への連絡、相談、

環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約などの措置を講じます。 

 

１４ 感染症や災害の対応力強化 

感染症や災害が発生した場合にあっても利用者が継続して指定居宅介護支援

の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、介護支援専門員

対して、必要な研修及び訓練を実施します。 

 

１５ 感染症対策 

事業所において、感染症の発生、蔓延防止の取り組みとして、次に掲げる措

置を講じるものとします。 

一 感染症の予防及び蔓延の防止のための指針を整備すること。 

二 感染症の予防及び蔓延の防止のための対策委員会を定期的に開催すること。 

その結果について、職員等に周知徹底を図ること。（委員会はテレビ電話等、

情報通信機器を活用して行うことができる。） 

三 職員等に対し、感染症の予防・蔓延防止のための研修並びに訓練を定期的

に実施すること。 

 

１６ 虐待の防止 

事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、次に掲げる通り必

要な措置を講じます。 

一 利用者の人権擁護、虐待防止等の観点から、虐待の発生またはその再発を

防止するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるもの

とする）を定期的に開催するとともに、虐待防止のための指針を整備する。 

二 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する。 

三 虐待防止に関する責任者を選定する。 

四 成年後見制度の利用を支援する。 
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五 サービス提供中に、サービス事業所または養護者（現に養護している家族・

親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速

やかに市町村に通知する。 

 

１７ 身体的拘束 

事業所は、利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため、緊急

やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行いません。 

緊急やむを得ない場合、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、そ

の際の利用者の状況並びに理由を記録します。 

 

１８ 損害賠償について 

 当事業所の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について速やかに賠償

する責任を負います。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

但し、利用者に故意又は過失が認められる場合や、利用者の置かれた心身の状

況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるも

のとします。 

 尚、当事業所は三井住友海上火災保険株式会社「カイポケ保険プラス」に加入

しております 

 

１９ サービスの苦情相談窓口 

 当事業所は提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した居宅サービス

計画に基づいて提供された居宅サービスに関する苦情申し立てや相談があった

場合は、速やかに対応を行います。 

 サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、以下までご連絡下さい。 

 

当事業所における相談・苦情の受付 

① 当施設における苦情やご相談は以下の窓口までお申し出下さい。 

○相談・苦情窓口担当者 （管理者）中尾 照美 

○受付時間 毎週月曜日～金曜日  ８：３０～１７：１５ 

○利用方法 電話  ０７９－６６９－１８３８ 

      ＦＡＸ ０７９－６６９－１８３８ 

      面接  当事業所相談室 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

兵庫県国民健康保険団体

連合会 

所在地 神戸市中央区三宮町１丁目９番１―１８

０１号 

電話番号   ０７８―３３２―５６１７ 

ＦＡＸ番号 ０７８―３３２―５６５０ 

受付時間  ９：００～１７：１５（月～金） 

朝来市役所 

健康福祉部（福祉事務所）

高年福祉課 

所在地   朝来市和田山町東谷２１３番地１ 

電話番号  ０７９－６７２－３３０１ 

ＦＡＸ番号 ０７９－６７２－４１０９ 

受付時間  ８：３０～１７：１５（月～金） 

養父市役所 

福祉部介護保険課 

 

所在地   養父市八鹿町八鹿１６７５ 

電話番号  ０７９－６６２－７６０３ 

ＦＡＸ番号 ０７９－６６２－２６０１ 

受付時間  ８：３０～１７：００（月～金） 
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２０ 身分証明書の携行 

 介護支援専門員は常に身分証明書を携行し、初回訪問及び利用者又はご家族

から求められた時はいつでも提示します。 

 

２１ 家族等への連絡 

 利用者のご家族等からの要望に応じて、必要事項を利用者に連絡するのと同

様の通知をご家族等へも行います。 
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事業者は居宅介護支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

令和  年  月  日                        於             

 

 

【事業者】 兵庫県養父市大屋町筏 300 番地 

       株式会社 Aile 

       代表取締役   中尾 照美      印 

 

 

【説明者】 職名 介護支援専門員   氏名  中尾 照美      

 

 

 

私は、本書面に基づいて事業所から重要事項の説明を受け、居宅介護支援の

提供開始に同意しました。 

 

 【利用者】 

 

   住所                        

 

 

 

   氏名                        

 

【代理人】 

 

  住所                        

 

 

 

  氏名                        

（利用者との関係    ） 

 

【立会人】 

 

  住所                        

 

 

 

  氏名                        

（利用者との関係    ） 

 

 

 

 


